
□

□

□

7月7月7月7月 8月8月8月8月 9月9月9月9月 10月10月10月10月 11月11月11月11月 12月12月12月12月 1月1月1月1月 2月2月2月2月 3月3月3月3月

動
向

規制委員会発足
防災基本計画改定
改正原災法の施行

（道）計画改定
・UPZ、PAZ決定
・緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制
整備

▲
札幌市防災会議
・検討方向性

▲
札幌市防災会議
・計画承認

▲
パブコメ募集開始

▲
シンポジウム

札幌市地域防災計画（原子力災害対策編）　策定スケジュール札幌市地域防災計画（原子力災害対策編）　策定スケジュール札幌市地域防災計画（原子力災害対策編）　策定スケジュール札幌市地域防災計画（原子力災害対策編）　策定スケジュール

国及び道における検討

道への報告
市民周知
計画書製本　等

シンポジウム

国は、新しい原子力規制体制の発足後、速やかに、防災基本計画、防災指針の改定（新防災指針）を行う予定であり、北海道も、その後２～３カ月の間
に、地域防災計画（原子力防災計画編）の改定を予定している。

実施内容／検討内容実施内容／検討内容実施内容／検討内容実施内容／検討内容

そこで、札幌市としては、計画の早期策定の必要性を考慮し、国・北海道の計画改定に大きく遅れないこと、北海道の計画の内容との整合性に留意し、２
４年度内を目途に、計画の策定を行うものとする。その後、引き続き、国・北海道における計画改定に合わせて、順次、改定を行っていくこととする。
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（4～5回を予定）

策定検討委員会策定検討委員会策定検討委員会策定検討委員会
（4～5回を予定）
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札幌市防災会議

パブコメ

その後、国・北海道とも、防護措置実施における判断基準など、防災指針の更なる具体的整理の進捗に応じて、順次、計画の改定を行い、計画内容をよ
り具体的で実効性のあるものに見直しをしていく、といった段階的な改定を予定している。

（骨子作成） （原案作成） （素案作成）

（パブコメ）

（道との協議）

（最終案作成）

（シンポジウム準備）

①骨子協議 ②原案協議 ③原案協議

①骨子検討 ②原案検討 ③原案検討 ④素案検討

（⑤最終案検討）

④素案協議

（⑤最終案協議）

（道）「原子力防災計画編」の改定作業 （道）新防災指針を踏まえた「原子力防災計画編」の改定へ

（意見反映）

（意見反映）

新防災指針の改定へ
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